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政治資金規正法施行規則の一部を改正する省令案に対する 

意見募集の結果 

 

 

 

 

 

１ 背景 

外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法（昭和 61年法律第 66号）の一部改正を

踏まえ、政治資金規正法施行規則（昭和 50 年自治省令第 17 号）第 25 条に定める登録政治資金監

査人名簿への登録事項の改正を行う。 

 

２ 意見公募の結果  

  標題の省令案について、令和４年５月 26日（木）から令和４年６月 24日（金）までの間、意見

の公募を行ったところ、１件の御意見をいただきました。当該御意見に対する考え方については、

別紙のとおりです。 

 

３ 改正省令の公布 

総務省では、意見募集した案に基づいて、政治資金規正法施行規則の一部を改正する省令を本日

公布しました。 

 

 

 

【連絡先】 

自治行政局選挙部政治資金課 

担 当：企画係 

電 話：03-5253-5578 

E-mail：senkyo.shikin_atmark_soumu.go.jp 

※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と

表示しております。送信の際には、「@」に変更して

ください。 

 

総務省においては、政治資金規正法施行規則及び政党助成法施行規則の一部を改正する

省令案について、令和４年５月 26日（木）から令和４年６月 24日（金）までの間、国民

の皆様から広く意見を公募したところ、１件の御意見をいただきました。 

 


